
自治体DXの推進について

○ 骨太の方針2020（R2.7.17閣議決定）では「総務省は、地方自治体のＡＩ・ＲＰＡ活用、セキュリティも踏まえた最適なクラウド化やデ
ジタル人材不足の解消を中心にＩＣＴ化を抜本的に進める計画を年内に策定し、具体的なＫＰＩを設定して取組を加速する。」とされた。

背 景

「自治体DX推進計画」の策定（R2.12.25）

計 画 の 概 要
１．計画期間 R3.1～R8.3
２．自治体におけるDX推進の意義
・ デジタル技術やデータを活用した住民の利便性向上
・ 業務効率化を図り人的資源を行政サービスの更なる向上につなげること
・ データ様式の統一化等を図りつつ、多様な主体との連携により民間のデジタル・ビジネスなど新たな価値等が創出されること
３．自治体が取り組む施策等
・ 推進体制の構築（組織体制の整備やデジタル人材の確保・育成など）
・ ６つの重点取組事項

①自治体情報システムの標準化・共通化 ②マイナンバーカードの普及促進 ③行政手続のオンライン化
④AI・RPAの利用推進 ⑤テレワークの推進 ⑥セキュリティ対策の徹底

・ その他の取組事項 地域社会のデジタル化（デジタルデバイド対策を含む）など

計画策定の趣旨
○ 「デジタル・ガバメント実行計画」（R2.12.25閣議決定）における自治体情報システムの標準化・共通化などデジタル社会構築に向けた各
施策を効果的に実行していくためには、国が主導的に役割を果たしつつ、自治体全体として、足並みを揃えて取り組んでいく必要。

○ 「デジタル・ガバメント実行計画」における自治体関連の各施策について、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、
総務省及び関係省庁による支援策等をとりまとめ、「自治体DX推進計画」として策定するもの。

自治体への支援
○ 財政支援（デジタル基盤改革支援補助金（2,105億円（R2.3次補正＋R3補正））
地方交付税（地域デジタル社会推進費の創設）など）

○ 自治体DX推進手順書（DX計画を踏まえて、DXに着実に取り組めるよう想定される作業やスケジュール等を示すもの）
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